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厳しい暑さもようやく和らぎ、虫の声が日増しににぎやかさを増す季節となりました。 

卒業生の皆さんには来春の受験に向け、刻苦勉励していることと思います。 

さて、今年も推薦入試出願の時期が近づいて来ました。出願を希望する場合には下記の内容を

確認し、期限を厳守して申請してください。 

 

 

記 

学校推薦の基準は、在学時と同一とする。 

原則一人一大学まで 

①大学の示す基準を満たす者で、学校長が責任をもって推薦できる者。      

②大学側から基準等が特に示されていない場合は下記の基準を原則とする 

     a）出欠について････３年間の欠席・遅刻・早退の合計が２０回未満の者。 

    b）生徒指導上の特別指導を受けていない者。 

③推薦を受けて出願した場合は、受験を辞退できない。 

④原則として、同時に二校出願することはできないが、要項に｢併願可｣が明記されている

私大の場合はこの限りではない。 

⑤出願期間は、当該大学の出願開始日より２０日前までに旧担任（または当該大学の出願開始日より２０日前までに旧担任（または当該大学の出願開始日より２０日前までに旧担任（または当該大学の出願開始日より２０日前までに旧担任（または旧旧旧旧副担任）に申副担任）に申副担任）に申副担任）に申    

し込むし込むし込むし込むこととする。申し込みは学校所定の用紙を利用する。 

ただし、岐阜大学（医学部･医学科･地域枠）については１１月岐阜大学（医学部･医学科･地域枠）については１１月岐阜大学（医学部･医学科･地域枠）については１１月岐阜大学（医学部･医学科･地域枠）については１１月１２１２１２１２日（日（日（日（金金金金）まで）まで）まで）までとする。 

（厳守） 

期日には余裕を持ち、前もって旧担任等に詳しい条件などを確認し、申し込み用紙を受け取

ること。 

 


